
ＴＰＰ協定の発効に向けた万全の対策を求める意見書 
 

 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定については、昨年10月の大筋合意を経

て、今年２月４日、交渉参加12か国が協定に署名し、協定の条文が確定した。今後

は協定発効に向け、各国における議会承認の手続きなどが進められる見込みである。 

 ＴＰＰ協定が発効した場合、農林水産分野では、国内市場に安価な輸入農産物の

供給が増加し、国内生産の減少や価格低下が懸念される。このため、国産農産物の

競争力の強化に向けた支援が必要である。 

 一方、工業分野では、輸出関税の撤廃を輸出拡大の好機と捉え、実績の乏しい地

方の中小企業も海外に向けて販路拡大や輸出増加を図るためには、貿易実務の各段

階に応じたきめ細かな支援が必要である。 

 よって、国においては、ＴＰＰ協定が発効した場合に想定される懸念を払拭する

とともに、恩恵を最大限に享受できるよう、下記の措置を講じられるよう強く要望

する。 

 

記 

 

１ 国産農産物の競争力強化に向けて、生産コストの削減や高品質化に必要な支援

策の充実を図り、農業者が将来に展望を持ちながら持続して農業に取り組めるよ

う、万全の対策を講じること。 

２ 工業製品の輸出促進を図るため、意欲ある地方の中小企業が安心して海外輸出

事業に取り組めるよう、貿易実務全般にわたり各段階に応じたきめ細かな支援体

制を強化すること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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